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研究成果の概要（和文）：最初の段階では、所有の問題に焦点を当てた。所有は、人と人との関係に媒介される
人と物との関係の典型例である。所有という力の行使が可能な領域は、他者という外部との関係で限界づけられ
ており、この限界は、他者からの介入の生起によってあらわになる。こうした介入への感情的反応、すなわち不
正義への驚きと怒りが、正義を支える道徳感情に他ならない。
これらの論点を踏まえて、研究期間の後半では、不正義による危害の問題に焦点を当て、現代における大規模な
暴力や人権侵害の事例への対処に、ヒュームをはじめとする近世英国の政治哲学がいかなる視点を提供しうるか
を検討し、公共性を維持する継続的実践の重要性を確認した。

研究成果の概要（英文）：This research project was at first focused on the question of property, that
 is, ownership of material objects. Property is a typical case of relationships between persons and 
things mediated by relationships between persons. Its limits are determined in terms of one’s 
relationships with other people. These limits become visible when others interfere with one’s 
access to her/his property. Emotional reactions against this act of injustice are the source of 
moral sentiments that ground the practice of justice.
These findings led to an inquiry into the question of harm caused by injustice. This inquiry showed 
that modern British political philosophy from Hobbes to Hume offers insights on the need of 
continued practice to maintain the public sphere, and thus provides a valuable point of view to deal
 with the question of transitional justice after mass-scale violations of human rights of our time.

研究分野： 哲学

キーワード： 公共性　移行期正義　ヒューム

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
所有の問題の考察において明らかになったのは、人と人との関係による媒介という事態が、理論哲学が扱う現象
の広い範囲に浸透していることであり、本研究の現代哲学の諸問題への関連性を示している。
また、所有を因果性として考察したときに見えてくる論点は、因果言明の反事実条件法的分析に連なる不在因果
の問題や、因果概念の言語的・社会的実践への内在の問題とも関り、ここにも、現代哲学の論点との密接な関連
が見て取れる。
不正義による危害への注目から浮かび上がるのは、被害によって毀損された社会的関係や被害者の尊厳の回復に
焦点を当てる、修復的正義や移行期正義といった応報的・匡正的正義のアプローチとの関連性である。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
直前の科学研究費補助金による研究「命を与える・命をもらう関係にかんするフェアネスと個

体性の観点からの哲学的研究」（平成 25〜27 年度）の過程で、ケアの理念と補完関係をなす別
種の倫理的理念の候補として、闘争や競争におけるフェアネスの概念を検討した。そこでは、勝
ち負けのあるゲームをフェアにプレイする能力を、人のニーズに反応する能力と並んで、人間が
幼い頃から徐々に身につけていくべき、基礎的な社会的スキルとして位置づけた。 
 人のニーズに反応する能力は、ケア関係の土台である。現代のケア倫理に親和的な哲学史上の
道徳理論としては、英国道徳感情論、特にヒュームがしばしば取りあげられる。確かに、ヒュー
ムの道徳哲学における共感や思いやり（慈愛、benevolence）といった要素は、ケア論との関係
で検討に値する。他方、ヒュームが道徳哲学の重要な主題である正義は、共感や思いやりとは異
なる源泉を持つとされる。上記の成果では、正義のルールの下での各自の利益追求を、競争的な
ゲームとの類比でとらえ、そのような社会活動に参加するための基礎的スキルを、ケア活動を支
える基礎的スキルと並んで、道徳的発達の重要な要素として位置づけた。 
 他方、ケア倫理の系譜にあっても、共感や思いやりに支えられた身近な人々どうしのかかわり
と、正義に律せられる距離のある人々どうしの関係を、共通の理論的枠組みに収めるのが、ヒュ
ームら 18 世紀の論者においても課題になっていたと、早くから指摘されている（J. Tronto, 
Moral Boundaries, 1993）。この課題に応えるには、ケアと正義を、並立する異なった理念と社
会的スキルによって特徴づけるだけでなく、両者を支える、さらに深い基底を探索する必要があ
る。上記の研究ではこのような探索を試み、「信頼/信託」（A. Baier, ‘Trust and Antitrust’, 1986）
に注目した研究成果を得ていた。 
 人間は、養育者に全面的に依存する無力な存在として生まれ、その段階では、自分の生存のた
めのニーズの充足を、養育者に全面的に委ねざるを得ない。こうした、意識的反省以前の信頼/
信託にはじまり、直接の養育者から、他の家族や地域の人々、さらにより大きな社会の他の成員
とのあいだで適切な関係を結んでいく過程は、それぞれの関係のあり方に即した信頼/信託を形
成していく過程でもある。このような、自分の外の世界のあり方について、あらかじめ意識的に
反省することもなく前提し、それをあてにしている状態から出発するという事態が、人と人との
関係だけでなく、物と物、人と物との関係にかかわる人間の思考と行動の基底でも、同様に生じ
ているのではないか。本研究は、そうした観点から、人間の日常的な思考と行動の場である経験
的世界のあり方の検討を試みようとした。この探究は、物質的自然と人間の精神、社会的世界を
同じ秩序のもとにとらえるヒュームの立場の現代的再構成と言える。同時に、個的な主体が、思
考と行動の確実な根拠を自分自身の中に持つとは限らないというこの視点は、常にバランスを
保つのではなく地面に体を投げ出すことによって前に進み、自分の能力によってではなく、人の
助けを借りて機能を果たすという、ロボット工学に見られる考え方（岡田美智男『弱いロボット』
2012）にも通ずるものであり、単に理論的なものにとどまらない意義を持つと考えた。 
 
２．研究の目的 
人と人、物と物、人と物との関係に注目し、原因と結果として特徴づける日常経験の世界像に

おいては、いわゆる外的世界も、たんに自然科学的な対象ではなく、私が人々とともに住まい、
生きる世界である。こうした世界像に注目した先駆者に、ヒュームがいる。ヒュームは習慣を重
視するが、われわれは習慣以前に、地面と空気や身近な人々を含む自己の外部に依存し、身を委
ねている。人間の生は、生存のためのニーズの充足を自己の外部に全面的に委ねた状態から出発
するのである。こうした習慣以前の次元に着目することによって、①日常経験の世界像の構成を
明らかにするヒューム的プロジェクトを現代において再生するとともに、②ヒューム自身が明
確な解決を示さなかった懐疑の問題を解きほぐす手がかりを得る。本研究は以上の目的を設定
した。 
 
３．研究の方法 
研究の方法として、「私」を含む人々が住み、行動する世界における、人と人、物と物、人と

物との連関を、自己の外部に依存する生身の主体のあり方に注目しながら考察することとした。
それまでの研究で、ヒュームの哲学をベースにケアと正義を橋渡しする際に、自己の外部に身を
委ねる信頼/信託の意義が明らかになっていた。こうした外部依存が、人間の認知と行動全般の
出発点にあり、そのあり方を規定しているという仮説のもとに、やはりヒュームの哲学をベース
としながら、現代哲学の関連する諸議論も参照して、精神、自然、社会的世界を包括する哲学的
視野、そこから振り返ったヒューム哲学の理解のあり方を探究することとした。 
最初の段階で焦点を当てたのが、所有の問題である。所有は、直接的には人と物との関係であ

るが、その存立は、人と人との社会的関係を基盤としている。ヒュームが所有を因果関係の一種
として重要視していることからも、所有の考察が、本研究の要の一つとなった。所有が安定して
成立しているということは、自分と所有物との関係に対する自分以外の誰かによる介入の不在
を前提としている。ここから見て取れるのは、所有というしかたでの自分の力の行使が可能な領
域が、他者という外部との関係で限界づけられていること、この限界があらわになるのは、他者
からの介入という変則事態が生じることによってであること、この変則事態への感情的反応、す
なわち不正義への驚きと怒りが、正義を支える道徳感情に他ならないことである。 
研究過程をつうじて明らかになったこれらの論点を踏まえて、研究期間の後半では、不正義に



よる危害の問題に焦点を当てて、現代における大規模な暴力や人権侵害の事例への対処に、ヒュ
ームをはじめとする近世英国の政治哲学がいかなる視点を提供しうるかを検討することにした。 
 
４．研究成果 
所有の問題の考察において明らかになったのは、所有の社会的関係への依存（というと当然の

ことのようだが、個人の労働が、社会の他の成員の同意を介さずに所有の根拠となるというロッ
クの説とは真っ向から対立する主張である。）と、言語の働きが個人の精神作用に根拠を持つの
ではなく、社会的分業によって成立するというパトナムの「言語的分業」とのアナロジーであり、
これは、人と人との関係による媒介という事態が、因果性の問題にとどまらず、理論哲学が扱う
現象の広い範囲に浸透していることを示しており、ヒュームの議論の現代哲学への関連性を証
拠立てる事例となっている。 
また、所有を因果性として考察したときに見えてくるのが、他者からの介入という変則事態の

不在という想定と、変則事態に対する感情的な反応の重要性である。これらの論点は、因果言明
の反事実条件法的分析に連なる不在因果の問題や、因果概念の言語的・社会的実践への内在の問
題とも関わってくるものであり、ここにも、現代哲学の論点との密接な関連が見て取れる。 
他者の介入から守られた自分の領域への侵害への注目から浮かび上がるのは、従来の刑事司

法とちがって、不正義による被害によって毀損された社会的関係や被害者の尊厳の回復に焦点
を当てる、応報的・匡正的正義のアプローチとの関連性である。こうしたアプローチには、主と
して個人間の犯罪への対処を視野に入れる修復的司法/正義と、大規模で組織的な暴力や人権侵
害への対処を取り扱う移行期正義がある。とりわけ移行期正義の議論においては、イングランド
革命期の社会の再統合の問題を背景としたホッブズをはじめとする英国古典政治哲学が参照さ
れることがある。また、社会の再統合ないし公共性の再確立という問題は、第二次世界大戦後の
文脈で、アーレントが論じた事柄でもある。とりわけ、アーレントが公共性を修復し維持する特
別な活動とした赦しと約束という主題に、英国古典政治哲学、なかんずくヒュームの議論がどの
ような関わりをもつかについて、研究の終期において、ある程度の見通しが得られたことは、つ
ぎの段階の研究につながる成果となった。 
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